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大
軍
拡
に
突
き
進
む
岸
田
政
権
が
ひ
ど
す
ぎ
る
。
国
民
に
諮

る
前
に
バ
イ
デ
ン
大
統
領
と
会
見
し
て
、
ト
マ
ホ
ー
ク
な
ど
ア

メ
リ
カ
兵
器
を
大
量
に
買
う
と
約
束
を
し
て
き
た
。
そ
の
た
め

５
年
間
で
43
兆
円
と
い
う
防
衛
予
算
が
国
会
で
審
議
中
だ
。
教

育
予
算
す
べ
て
で
５
兆
円
と
い
う
こ
と
を
見
て
も
い
か
に
高
額

か
が
分
か
る
。
そ
し
て
日
米
一
体
と
な
っ
た
軍
事
演
習
も

常
態
化
し
て
い
る
。

台
湾
か
ら
２
６
０
km
の
石

垣
島
（
沖
縄
か
ら
は
４
１
０

km
）
の
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設

が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い

る
。
当
初
、
「
純
粋
に
防
衛

的
な
装
備
」
と
い
う
説
明
だ
っ

た
が
、
中
国
ま
で
到
達
可
能

な
ミ
サ
イ
ル
基
地
建
設
と
い

う
こ
と
が
明
確
に
な

り
、
保
守
が
強
い
土

地
柄
だ
っ
た
が
、
世

論
が
一
変
し
た
。
そ

し
て
、
昨
年
12
月
19

日
、
石
垣
市
議
会
は

「
自
ら
戦
争
状
態
を

引
き
起
こ
す
よ
う
な

反
撃
能
力
（
敵
基
地

攻
撃
能
力
）
を
も
つ

長
射
程
ミ
サ
イ
ル
配

備
は
到
底
容
認
で
き

な
い
」
と
す
る
意
見

書
を
賛
成
多
数
で
可

決
し
た
。

石
垣
島
で
は
、
旧
陸
軍

が
マ
ラ
リ
ア
が
蔓
延
し
て

い
た
山
間
部
へ
の
「
強
制

避
難
」
を
住
民
に
命
令
、

こ
れ
に
よ
り
４
６
０
０
人

が
犠
牲
に
な
っ
た
と
い
う
。

マ
ラ
リ
ア
に
母
と
共
に
感

染
し
苦
し
ん
だ
挙
句
、
母
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戦争による苦難を避けるため、徹底した平和外交を
最
初
に
岸
田
政
権
が
進
め
る
大
軍
拡
に
つ
い
て
学
習
し
ま
し

た
。
ま
た
定
例
会
の
持
ち
方
に
つ
い
て
も
論
議
し
ま
し
た
。

宣
伝
行
動
等
の
ビ
ラ
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま

た
、
会
報
に
憲
法
九
条
の
条
文
を
載
せ
て
は
ど
う
か
と
い
う
意

見
が
あ
り
、
今
号
よ
り
載
せ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。

親
を
失
い
自
分
だ
け
が
生
還
し
た
85
歳
の

女
性
は
「
私
が
生
き
て
い
る
限
り
『
終
戦
』
っ

て
言
う
の
は
無
い
で
す
。
終
戦
を
迎
え
な

い
う
ち
に
、
ま
た
新
た
な
戦
が
目
の
前
に

押
し
か
け
て
来
た
」
（
１
月
７
日
Ｔ
Ｂ
Ｓ

「
報
道
特
集
」
）
と
言
う
。

今
年
２
月
８
日
、
「
石
垣
島
に
軍
事
基
地
を
つ
く
ら
せ
な
い

市
民
連
絡
会
」
が
沖
縄
県
議
会
に
「
日
中
両
国
間
の
諸
問
題
の

外
交
的
解
決
を
求
め
る
陳
情
書
」
（
左

に
掲
載
）
を
提
出
し
た
。
。

こ
の
陳
情
書
に
あ
る
よ
う
に
、
私
は
、

日
中
間
の
い
ろ
い
ろ
問
題
を
解
決
す
る

こ
と
が
い
か
に
困
難
で
あ
ろ
う
と
中
国

と
の
平
和
的
対
話
を
進
め
な
け
れ
ば
と

の
思
い
だ
。
こ
の
思
い
を
ま
わ
り
の
方
々

に
伝
え
て
い
き
た
い
。
戦
争
ほ
ど
悲
惨

な
も
の
は
な
い
の
だ
か
ら
。二

上

洋

日
本
国
憲
法

第
二
章
戦
争
の
放
棄

第
九
条
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国

権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争

を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

第
二
項
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し

な
い
。
国
の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

日中両国間の諸問題の外交的解決を求める陳情書
国の内外で「台湾有事」が叫ばれ、戦争への懸念が高まっています。台湾
と中国に近く、自衛隊ミサイル部隊の配備が予定されている石垣市でも、戦
争の不安が強く感じられています。5万の人が住む小さな離島には、その不
安が現実になったときに逃げ込む場所も、島外に避難する術も、きわめて限

られており、住民に大きな犠牲が出ることは避けられそうにありません。
そんな戦争は、起こしてはなりません。「台湾有事」も、決して避けられ
ないものではないはずです。そのための外交努力がどんなに難しいとしても、
戦争による苦難は、それとは比べものになりません。
石垣市は、台湾の蘇澳鎮と親善姉妹都市です。沖縄県は、中国福建省の福
州市と友好都市です。台湾も中国も、私達にとっては大切な隣人です。平和
な善隣友好こそが、私たちの願いです。幸い、日本と中国の間では、1972年
の日中共同声明、1978年の日中平和友好条約などの基本的文書で、すべての

紛争を平和的手段により解決し、武力または武力による威嚇に訴えないこと
を確認しています。この精神に立てば、台湾海峡両岸関係の平和的発展を含
めて、両国に関わる問題を、外交的平和的手段により解決できるはずです。
昨年は日中国交正常化と共同声明の５０周年で、今年は、平和友好条約締
結の４５周年です。この記念すべき年にあたり、沖縄県議会に、下記のこと
を陳情します。

記
１ 日本国政府に対し、「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」、
「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」、「平和と発展のための

友好協力パートナーシップの構築に関する日中共同宣言」、「『戦略的互恵
関係』の包括的推進に関する日中共同声明」及び「日中関係の改善に向けた
話合い」等、我が国と中華人民共和国政府の間で取り交わされた文書の諸原
則を遵守し、両国間の問題解決を図ることを要請する意見書を可決すること。

２ 記１の意見書の宛先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務

大臣、国土交通大臣、農林水産大臣及び防衛大臣とすること。

次回定例会
・３月19 日（日）
・14 時～
・生涯学習センター２階


